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会議次第 

 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．会議録署名委員の指名について 

４．議題 

報告第２７号  新市名称候補選定委員会委員長報告について 

 協議案第１０号  議会議員の定数及び任期の取扱いについて（継続協議） 

  協議案第１１号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

                             （継続協議） 

  協議案第４３号 電算システム事業の取扱いについて 

  

その他 

 

５．閉会 



開会 13:30 

○事務局長 本日は大変ご苦労さまでございます。定刻になりましたので、ただ今から第

11回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。開会にあたりまして佐藤会長より

ごあいさつを申し上げます。 

○会長 4月の最終日ということで、ご承知のとおり、今、春の花も真っ盛りということ

でありまして、皆さんには何かとお急がしい時期だと思いますが、最終日の今日、11回目

の田沢湖・角館・西木合併協議会の開催にあたりまして、一言皆さんにお礼を申し上げた

いと思います。皆さんもご承知のように、新市名につきましては、小委員会を設置いたし

まして、委員の皆さんが短期間の中でありましたが、精力的に協議をしていただきました。

皆さんのお手元に配布をされておりますように、こうした日程で今日ご報告をいただくこ

とになったわけであります。小委員会の皆さんには重ねて感謝を申し上げ、そして今日は

３議案でありますけれども、このことにつきましては、いろんな協議会の中で協議をして

まいりました協議案件でありますので、それぞれ皆さんからご発言を頂戴いたしまして、

さらに一層深めて進めてまいりたいと思いますので、よろしくご協力をお願いを申し上げ

まして、簡単でありますが、11回目の協議会の開会の挨拶に代えさせていただきたいと思

います。皆様ご苦労様でございます。 

○事務局長 どうもありがとうございました。早速会議に入らせていただきます。会議は

会議次第によりまして進めさせていただきますが、ここで出席委員数を報告させていただ

きます。本日は角館町の三杉真紀子委員から欠席届が出ておりますので、27名の委員の皆

様の出席を賜っておりまして、合併協議会規約によりまして、会議が成立いたしますこと

をご報告いたします。次に毎回、委員の皆様にお願いでございますが、会議における発言

につきましては、会議録作成の為に録音をしておりますので、発言の際はマイクを使って、

町村名とお名前をおっしゃってからご発言くださるようよろしくお願いいたします。なお、

会議の議長は合併協議会規約によりまして、会長が努めることになっておりますので、会

長より進行のほうをよろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、これより第11回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。始

めに会議運営規則第6条第3項の規定により会議録署名委員3名を私から指名することにな

っておりますので、指名させていただきます。田沢湖町、稲田修委員。角館町、山本陽一

委員。西木村、鈴木重藏委員。3名を指名いたします。それでは早速議題に入らせていた

だきます。最初に先程挨拶でも申し上げましたように、報告第27号ということで、新市名

の候補選定委員会の委員長より、報告についてを議題といたします。なお、小委員会の委



員でございますが、過日ご報告いたしました9名の方々で選考していただいた訳でありま

すが、当協議会の委員の中から委員長さんが選出されておりますので、小松委員長より報

告をお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。 

○小松委員 田沢湖の小松であります。長くなりますけれども、前段で申し上げますこと

は、総括的な事項でありますので、皆さんには配布されておらないと思います。ただいま

からご報告申し上げます。新市名称候補選定委員会委員長報告。報告第27号、新市名称候

補選定委員会委員長報告について。平成16年2月13日開催の第2回臨時合併協議会で付託さ

れた、第１次新市名称候補選定結果について、新市名称候補選定委員会設置要綱第６条の

規定により報告いたします。新市名称候補選定委員会は、平成16年2月13日に開催された

第2回田沢湖・角館・西木臨時合併協議会において、新市名称候補第1次選定及び選定基準、

その他名称に関する事項について、調査又は審議を行いその結果を協議会へ報告するため

設置されております。選定委員会委員は、3町村の教育長と協議会民間代表委員、各町村

長が指名した学識経験者、合計9名の委員で構成されております。選定委員会は、協議会

より付託された新市名称候補を選定するため選定委員会を3回と正副委員長等会議を1回開

催しております。新市の名称は、新市の顔ともいえるものであり、新市にふさわしい名称

とするため、3町村の地域住民より、3月1日から31日まで協議会で募集した応募総数2315

点、701種類に田沢湖、角館、西木の3市を加えた704種類の名称案の中から、選定委員会

で新市名称候補30作品以内の選定作業を行いました。応募された名称から新市名称候補を

選定するにあたり、選定委員会では田沢湖町、角館町、西木村がめざす、観光産業を活か

した北東北の拠点都市にふさわしい、地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる

名称であることを基本方針とし、新市名称の基本理念、具体的な8つの名称選定基準を定

め、各委員各々が選定基準に基づく30作品以内の名称案を持ち寄り、提出された名称案の

中から全員で協議の上、別に定めた選定方法により公正かつ慎重に協議等を行い、新たな

市にふさわしい第1次新市名称候補20作品を個々の選定理由を付して選定し、その任務を

終了したところであります。なお、この選定の為に民間から学識経験者として、3人が選

任されておりましたが、他団体の選定委員を努められた方、また、地名等研究でこの分野

で造詣の深い方々ばかりで、大所高所から助言をいただき誠にありがたく、感謝の念を申

し添え報告するものであり、以下は皆さんに提出しております報告書により選定の経過、

結果について朗読して報告いたします。 

 報告第27号、新市名称候補選定委員会委員長報告について。新市名称候補選定委員会設

置要綱第6条の規定により新市名称候補第1次選定の経過及び結果について、別紙のとおり



報告いたします。皆さんには別紙の1枚のものであります。田沢湖・角館・西木合併協議

会新市名称候補選定委員会第1次新名称候補選定経過及び結果報告書。平成16年4月30日。

田沢湖・角館・西木合併協議会会長田沢湖町長佐藤清雄様。新市名称候補選定委員会委員

長小松直。平成16年2月13日開催の第2回臨時合併協議会で確認された、新市名称候補選定

委員会設置要綱第2条の規定により第1次新市名称候補を別紙のとおり選定したので、同要

綱第6条の規定により選定経過及び結果について、下記の通り報告します。１．付託され

た事項。１）名称案の中から30作品以内の第1次名称候補を選定すること。２）第1次名称

候補選定に当たっての選定基準を作成に関すること。２．第1回選定委員会。１）開催日

時、4月15日（木）午前10時から。２）開催場所、田沢湖町役場3階第4･5会議室。３）出

席者、委員9名中9名出席。４）協議内容①委員長及び副委員長の選出について。②新市名

称候補選定委員会スケジュール（案）について。③第1次新市名称候補選定方法について。

④第1次新市名称候補選定基準について。⑤新市名称募集結果について。５）協議経過等。

会長あいさつの後、事務局より選定委員会設置要綱や役割について説明を受けた後、正・

副委員長の互選を行い、委員長に小松直委員（田沢湖町）、副委員長に遠藤康委員（角館

町）、浅利佳典委員（西木村）を選出しております。その後、協議案件であるスケジュー

ル（案）、新市名称候補選定方法、選定基準及び新市名称募集結果について事務局より説

明を受け、順次協議を行い、スケジュール、新市名称選定基準を決定し、新市名称候補に

ついて、選定基準に基づく協議を行っております。次回の選定委員会までに、具体的な名

称選定基準を基に、各々新市名称としてふさわしい30作品以内の候補を持ち寄り協議する

ことを決定し、委員会を終了しております。３．第2回選定委員会。１）開催日時、4月22

日（木）午後1時30分から。２）開催場所、西木村役場応接室。３）出席者、委員9名中9

名出席。４）協議内容、①第１次新市名称候補選定方法について。②第１次新市名称候補

選定及び選定理由について。５）協議経過等、委員会開会後、第１次新市名称候補の具体

的な選定方法について決定し、各委員が各々事前に提出した30作品以内を基に、公正かつ

慎重に選定協議を行い、次回の委員会で新市の名称にふさわしい30作品以内を選定するこ

とに決定し、委員会を終了しております。４．第３回選定委員会。１）開催日時、4月26

日（月）午後6時30分から。２）開催場所、西木村総合開発センター農林研修室。３）出

席者、委員9名中9名出席。４）協議内容、①第1次新市名称候補選定について（最終選

定）②合併協議会への報告書について。５）協議経過等、委員会開会後、第1次新市名称

候補の最終選定を行い、新市の名称にふさわしい名称候補20作品を委員会としての選定理

由を付して決定しております。その後、協議会への結果報告について検討を行い、4月27



日に正・副委員長等による協議で報告書の最終確認を行い、4月30日の協議会で委員長報

告することで委員会を終了しております。５．第1次新市名称候補選定基準及び選定結果。

１）選定基準について、別紙であります。２）選定結果について、これも別紙であります。

それでは新市名称候補の選定基準について。新市名称候補選定委員会。田沢湖・角館・西

木合併協議会新市名称候補選定委員会設置要綱第２条第二号に定める第１次名称候補選定

に当たっての選定基準を作成したので報告します。１．新市名称への基本理念。新市の名

称案募集要項に《田沢湖町・角館町・西木村がめざす「観光産業を活かした北東北の拠点

都市」にふさわしい地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称》とあります。

ところで、ここで言う「観光産業」の“観光”とはそもそも如何なる概念なのでしょう。

いささか手垢にまみれ、通俗に堕した感があるこの観光という言葉は、四書五経のなかの

『易経』における「国の光を観るさまである。王の賓客となるときに用いるのに利しい」

カッコ内は省略いたします、を出典としております。国の光とは「国君の盛徳とその教化

の美という」とあります。つまり、観光とは極めて精神性の高い、文化・文物・芸術等を

観賞する人間的営みを意味しています。以上の点を踏まえ、本委員会の新市名称に関する

基本理念を統一見解として以下に述べます。「地名は日本の伝統文化の根幹をなす」とは、

柳田國男民俗学の薫陶を受けた谷川健一の言葉であります。そして、苗字が日本文化その

ものであると同様に、地名も日本文化そのものであると言われます。従って、たまたま合

併の時に居合わせた人々だけで数百年の歴史と伝統、更には日本文化そのものを決めてし

まって本当によいのでしょうか、という根源的な懐疑も存在する程であります。この様な

畏怖の念を抱きつつ、「地名は耳で聴くものだから、言語芸術に所属する」という柳田國

男の言葉を謙虚に受けとめ、県内各合併協議会の名称選定基準①「新市の名称にふさわし

いこと」を次の様に具体的に定義いたしました。まず、新市名称としてふさわしくない

（なじまない）ものとして、（イ）新造語作品群（頭文字合わせの複合語、読み替え組み

合わせ）（ロ）抽象的観念、概念作品群（ハ）語呂合わせ作品群（ニ）商品・広告宣伝惹

句的作品群（ホ）単なる場所（地形、方位、位置）作品群の様に区分し、（ヘ）歴史的伝

統文化作品群を真に新市名称にふさわしい作品と定義しました。２．具体的な選定基準

（イ）新市の名称にふさわしいこと（ロ）地域住民の理想や願いにちなんでいること

（ハ）地域の歴史、文化、特性等を表していること（ニ）地域の地理的なイメージができ

ること（ホ）地域を対外的にアピールできること（ヘ）なじみやすく、親しみやすいこと

（ト）呼称しやすいこと（チ）読みやすく、書きやすいこと。漢字は、一般的に使用して

いるものであること。以上の様な基準により別紙の様に厳選するに至りました。合併協議



会委員におかれましては、子々孫々まで伝え残る案件ゆえ、あくまでも歴史と文化を尊重

され、真善美による判断と、言語芸術（言語感覚(センス)）に富んだ良識のある、見識の

高い評価、判定を切望する次第です。それでは次に新市名称候補一覧表により、これは50

音順になっておりますが、申し上げます。１、羽後北浦市。選定理由は、羽後（国）は秋

田県のかつての名称。北浦は、三町村の地域の昔からの名称でありなじみがある。地域の

歴史、文化にちなんだ名前であり、親しみやすい。２、奥羽角館市。奥羽は江戸時代の東

北地方を表す名称。また、奥羽山脈は、日本を代表する山脈である。角館は全国的に知ら

れている歴史と文化の町。地域を対外的にアピールでき、地理的にイメージできる。ここ

で、おうう、というふりがなでありますが、募集された提案書では、おおう、となってお

りましが、正しい読み方は、おうう、であり、新市名称募集要項第6条の決定の方法の規

定により、応募名称案については、応募者の承諾なしに補正できる規定により補正してお

ります。次に３であります。かくのだて市。地域住民が慣れ親しんだ名称であります。４、

漢字の角館市。理由は同じであります。５、角館田沢湖市。田沢湖町、角館町とも全国的

に知られている、日本一の深さを誇る湖と歴史と伝統の町なみ。地域を対外的にアピール

でき、地理的特性と地域的特性をイメージできる。６、北浦おばこ市。北浦は三町村の地

域の昔からの名称であり、なじみがある。また、おばこは、地域住民になじみがあるとと

もに、全国的に知られている呼称である。地域の歴史、文化にちなんだ名称であり、対外

的にアピールできる。７、北浦こまち市。北浦は三町村の昔からの名称であり、なじみが

ある。田沢湖、角館には、新幹線「こまち」が止まり、「あきたこまち」はブランドとし

て全国的に有名である。地域が地理的にイメージでき、対外的にアピールできる。８、北

浦市。北浦は、三町村の地域の昔からの名称であり、なじみがあり地域の歴史、文化にち

なんだ名称であり、呼称しやすい。また、書きやすく、親しみやすい。９、北奥羽市。北

奥羽は、江戸時代の東北地方の北部を表す名称。また、三町村は、奥羽山脈の懐に抱かれ

て生活しており、奥羽山脈につながっている。奥羽は、日本を代表する山脈で対外的にア

ピールできる。呼称しやすい。10、北の都市。田沢湖は山と湖と温泉郷、角館は武家屋敷

と桜。西木村は豊かな自然。それぞれの特徴を包括したロマンチックで美しい名称である。

11、桜北浦市。全国的に有名な角館の桜。北浦は、三町村の地域の昔からの名称であり、

なじみがある。地域がイメージでき、知名度が向上できる。美しいまちが想像される。12、

新角館市。地理的位置と地域的特性がイメージできる現町名を残しながら、新市の発展を

期待した新鮮なイメージである。13、新田沢湖市。これも理由は同じであります。14、仙

北市。仙北は、地域住民が慣れ親しんだ名称であり、読みやすく、書きやすい。15、田沢



湖角館市。田沢湖町、角館町とも全国的に知られている、日本一の深さを誇る湖と歴史と

伝統の町なみの組み合わせ。地域を対外的にアピールでき、地理的位置と地域的特性をイ

メージできる。16、たざわこ市。ひらがなであります。地域住民が慣れ親しんだ名称であ

る。17、田沢湖市。これは漢字で、上と同じであります。18、田沢市。三町村一帯は、田

沢と呼ばれていたことがある。地域の地理的位置がイメージでき、読みやすく、書きやす

い。１9、西木市。地域住民が慣れ親しんだ名称である。20、みちのく市。三町村とも自

然を活かした、みちのくの観光地であり、全国的に地域をアピールできる美しい名称であ

る。以上、新市名称選定委員会としては、第1次名称候補20作品を選定したのであります。

なお、30以内の選定が20作品になったのは、選定基準に照らしながらも、総体的には新造

語や、抽象的なもの、語呂合わせ等が多く、委員会での第2、第3次選定に進むにつれ、結

局3町村がめざすまちづくりにふさわしい、地理的位置と地域的特性を全国的にイメージ

できる名称であることが基本であり、おのずと厳選せざるを得なかった訳であります。こ

れで、私どもに課せられた任務は終了いたしますが、各委員の皆様方のご協力により選定

委員会としての報告ができましたことをお礼申し上げますとともに、田沢湖町、角館町、

西木村がめざす、観光産業を活かした北東北の拠点都市にふさわしい、地理的位置と地域

的特性を全国的にイメージできる名称がスムーズに決定されます事をお願いし、委員長報

告とさせていただきます。終ります。 

○会長 ただ今、委員長さんから、委員会の審議の過程、そしてまた、審議の経過、結果

をご報告いただきました。新市名の選定委員会の皆さんに改めて感謝を申し上げ、この事

項はご承知のとおり、この後の選考に入るわけでありますが、次の協議会の選定に入るわ

けでありますが、ただ今、委員長さんから報告ありました、これについて、報告事項であ

りますけれども、ご質問いただければ、ご質問頂戴いたしたいと思います。よろしくお願

い申し上げます。ただ今の報告については、ご意見等ございませんか。お諮りいたしたい

と思います。 

（「なし」と言う声あり） 

○会長 ただ今、ご質問等ないようでございますので、この協議案件につきましては、こ

の後、臨時協議会の日程等お諮りいたしますが、その協議会の中で、選考基準に沿いまし

て、協議会で進めてまいりたいと思います。改めて、短い期間でございましたが、新市名

称選定委員会の委員の皆さんに改めて感謝を申し上げまして、新市名の報告につきまして

は、終らせていただきます。次の協議案件に入らせていただきます。入る前に暫時10分位

休憩したいと思いますがいかがでしょうか。それではただ今の時間がちょうど2時ちょっ



とすぎでありますので、12分位に再開いたしますので、10分間休憩いたします。時間を訂

正します。15分まで休憩いたいします。 

 

休憩 14:05 

再開 14:15 

 

○会長 会議を再開いたします。次の協議の案件でありますけれども、皆さんのお手元に

次第にありますように、先協議会で継続協議となっておりました協議案件の第10号の議会

議員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたします。先回の協議会でもお話申し上

げましたように、各議会でそれぞれ協議をしていただきたいと言うことで終っております

ので、この機会にそれぞれ各議会より報告をいただいて、その後に協議をいたしたいと思

いますがいかがでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○会長 それでは、ただ今提案した順序にしたがって、進めてまいりたいと思います。最

初に田沢湖町議会より報告をお願いいたします。 

○田口（喜）委員 田沢湖の田口でございます。4月の13日の臨時法定協議会で提案され

ました協議案第10号について、4月の22日の日に田沢湖町では特別委員会を開会しており

ます。この10号の議会議員の定数及び任期の取扱いについては、小委員会の答申が出され

ておりましたので、その答申の定数及び在任の特例については、答申を最大限尊重してま

いりたいというふうに、特別委員会では協議しております。在任の期間については、いず

れ今日、私がトップバッターで今、発言したわけですけれども、角館あるいは西木さんが

どういう報告をされるのか、3町村で協議の上に決定をするべきではないかと確認をいた

しております。以上です。 

○会長 ただ今、田沢湖町議長さんから経過についてご報告をいただきました。それでは

次に角館町議会議長さんから経過の報告をお願い申し上げます。 

○戸沢委員 この前、今、会長が申されましたように、小委員会の、いわゆる検討された

結果を受けて提案をされております。そのことについて、我が町としては、28日でありま

した。特別委員会を開会いたしまして、その結果について報告をいたしますが、実はいろ

いろ意見がだされまして、それぞれの町村の事情。今までは角館町としては、在任を使わ

ず即選挙ということだけで来ました。ところが、皆さんのご意見を聞きまして、ある程度

の事情を把握しながら、そして、合併を目的にするからには、我が方だけ通してもまとま



らないのではないかと。したがって、特別こうするという決を取ってまとめたわけではご

ざいません。いろんな意見がありました。その中で、今まで通り設置選挙をやるべきだ、

在任を使わないで。という意見ももちろんありましたし、従いまして、まとめとしては、

今後、この法定協の協議、そして結果を尊重すべしと、従って法定協議会委員にその点を

十分把握して臨んでいただきたいと、こういうことのまとめであります。そういうことで

ありますので、これまではそうでありませんでした。しかし今回はそういうまとめの仕方

で終っております。そういうことであります。 

○会長 ただ今、角館議長さんから、今までの経過を踏まえて説明をいただきました。そ

れでは次に、西木村議会議長さんからご報告をお願い申し上げます。 

○佐藤（宗）委員 西木村の佐藤でございます。28日に特別委員会を開催いたしまして、

定数及び任期の取扱いについて話し合いをしております。在任期間の提案に対しまして、

提案理由は尊重するものの、特に本村のような過疎地域では、均衡のある新市建設計画の

実施状況並びに、予算状況を見届ける必要があると。ようなことから、選挙時期等に考慮

しますと18年の4月30日までという意見が多ございました。定数につきましても激減緩和

対策として、設置当初は法定上限の26人。その後、新市の土台が構築された2回以降の選

挙時から段階的に削減するというような意見が多かったように思います。私としても、協

議会の一員としまして、小委員会を承認し尊重してまいりましたが、責任を感じていると

ころでございます。以上でございます。 

○会長 ただ今、西木議会の議長さんから、報告をいただきました。委員の皆さんのそれ

ぞれ3町村の報告をお聞きしながらそれぞれ内容をお聞きしたと思いますので、ここで他

の委員の方々から、これに対するご質問なりご意見がありますればお話を出していただい

て、なおその後、いろんな協議を重ねてまいりたいと思いますが、やっぱり最初に皆さん

からご発言をお願いいたしたいと思います。はいどうぞ。 

○堀川委員 ただ今の西木議会さんの説明がちょっと分かりにくいので、もっと分かりや

すく説明していただきたいと思います。 

○会長 ただ今、そういうご質問がございますが、分かりやすくというのは、それなりの

説明がされたようでありますが、もし補足するということであれば補足していただいて結

構です。補足という形で説明をいただければ。ただ今そういう内容についてご質問でござ

いますが、お話された議長さんの考え方についてはそれぞれ皆さんそれぞれの形で受け取

られたと思いますので、今、補足についてはそういうことでございますので、一応他にご

質問等ございませんでしょうか。はいどうぞ。 



○佐々木委員 角館の佐々木です。あまり端的に入りすぎて聞くのもと思いますけれども、

これまでも何回か議論して来ていますし、協議もして来ております。私どもの角館の立場

としては、先程議長がお話したとおりですけれども、そうしますと、西木さんにちょっと

お伺いしたいのですけれども、田沢湖さんは小委員会のひとつの方向性に基づいた提案に

ついては尊重して行きたいというようなお考えではなかったかと思いますけれど、西木さ

んの場合は、先ほど大多数が18年の4月30日までということで、提案になっております7ヶ

月案には賛成出来かねるという意見なのですか、それとももっと詰めなければという意見

なのかそこらへんはっきりお知らせ願いたいと思います。申し訳ないです。今までこうい

うやりとり無かったのですけれども。 

○会長 はい。それでは議長さん。 

○佐藤（宗）委員 特別、個々に決を取った訳でもございません。小委員会の内容につき

ましても少数意見としては、当然のごとく小委員会の意見も尊重していかなければいけな

い。もちろん尊重するというと7ヶ月案。それから24人案という意見も当然出たわけでご

ざいますけれども、全体的な雰囲気の内容としてはそのような内容であったということで

ございますので、小委員会の意見に対しまして決を取ったわけでございませんけれども、

話し合いの中身としてはそのような内容であったということでございます。 

○会長 ただ今のご質問で、ご答弁をされたわけでありますが、その他のご質問ないでし

ょうか。それぞれの議会のご意見についてはまだ統一した見解というのはちょっと、なっ

ていないのかなというふうに、私もそう受け止めますが、そうしたことを踏まえて今日、

協議会の委員に出席をいただいております、議長さん副議長さんそして委員長さん等で若

干の時間をお借りして、私ども、もう一度協議をしていただいて報告するという方法を取

って、その後にまた審議を頂戴するということではいかがでしょうか。そういう方法では

いかがでしょうか。はいどうぞ。 

 

○稲田委員 田沢湖の稲田です。西木の場合は、小委員会の意見を尊重しつつもという言

葉が入っておりますが、定数が２６、在任は18年4月と私は11ヶ月と判断しております。

田沢湖は小委員会の意見の定数２４、角館も定数は２４。田沢湖の場合は当初１年６ヶ月

だったわけでありますが、大体１年１ヶ月。これは西木さんとおなじです。角館の場合は

小委員会の意見を最大限尊重し、２４人の７ヶ月というはっきりとした数字が出ているわ

けです。これを･･･。（「出てない」という声あり）違うか。まだ出てない。じゃぁ分か

った。すみません。そうすれば会長の言うとおりかもしれません。 



○会長 それぞれ意見の受け取り方は若干相違があるというふうに受け止めてますので、

これをやっぱり、ただ協議会で最終判断をするという段階ではもう少しやっぱりこの機会

に3町の御三人の方はそれぞれの議会のそういう役割を果たしている方々でありますので、

もう一度お話を聞いた上で、またお諮りしてご質問をいただくという方法がもっと大事か

なという受け止め方をしたわけでありますので、時間ロスという事も考えられると思いま

すけれども、もう一度そういう時間を持たせていただくということについていかがでしょ

うか。いいですか。皆さんから、そういう時間の持ち方について、賛成を得られるでしょ

うか。はいどうぞ。 

○細川委員 田沢湖の細川です。ただ今会長さんから提案されました、各町村の議長さん

達の話を持つということは、私は賛成です。そこのところで、その最終的にこの身分の決

定をいつに決めるかというところの日にちも含めて煮詰めていただきたいと思います。 

○会長 ただ今、そうした協議を持つという中でそうしたある一定の期間を定めて、協議

をしていただきたいというご意見もいただきました。他に。はいどうぞ。 

○戸沢委員 法定協議会の一員として、発言させていただきたいのでありますが、これは

我が町議会としても、やっぱり我が町我が町議会ということではございません。したがい

まして法定協議会の一員として、この場でいろいろ議論して決めるべきだと、私はそうい

う気持ちで来ましたし、これまでもそう思っておりました。このことについては責任を持

った形で我々は臨んでおりますので、この会でいろんな考え方を発言して、そして歩み寄

るということが合併でなければならないと思っております。そういう立場で発言させてい

ただきますが、今後将来にわたって合併をなんとしても完結しなければ出来ないと。お互

い生きていく為に合併をなんとかして完結しなければ出来ないというのが法定協の目的で

あります。これまでこの問題についていろいろ各々の地域、事情、立場においていろいろ

出されております。しかし我々議会はある1つのやっぱり同じスタンスを持たなければ出

来ないのではないか。こういう気持ちでおります。問題は今後どういう方法で行って、そ

して、新しい市を構築していくかと、新しい市を軌道に乗せて行くかという、在任を使う

か使わないかという議論よりも、まずそこから考えたいものだと田沢湖の議長とも話しを

しました。ひとつは住民の自治意識がないと合併してもなんともならない。合併効果を上

げる為にそうだと思っております。したがって、住民自治組織ですか、今、政府で検討中

でありますが、小委員会が出来た後にいろいろ出てきたことありますが、住民自治区を作

ってその事情に隅々まで事情を把握しながら、住民がそういう組織の基に合併を完結させ

ていくと、その住民自治組織をつくる為に皆で努力しなければ出来ないのは当然でありま



す。それともう1つ、一番の処方箋の建設計画が先進地を、実例を見ますと新しい首長さ

んの考え方に大きく委ねられる形になるようであります。細かい事の実施計画までは合併

前には出来ませんし、実施計画を組む、いわゆる実施計画の作成にあたって我々議会が努

力しなければいけないでしょうと。地域の事情に一番精通していますから。従って、そう

いう期間が、もし歩み寄るとすればですよ、私の意見ですこれは。歩み寄るとすれば半年

で十分だと私は思っております。それは人の考え方でしょうが、従って最大限歩み寄ると

言っても、考え方として、しっかりした理由がなければ出来ませんし、私自身はそう思っ

ておりますが、そういうことで小委員会が汗を流して提案された7ヶ月ということに私は

もし出来るならば、それが着地点ではなかろうかと思いますが、ここに来る前いろいろ集

まって話も各町村の議会の幹部でやりましたけれども、まだそこまではまだ話しません。

私は法定協議会の一員としては、やっぱり申し述べたい気持ちで申し上げたところであり

ます。以上であります。 

○会長 ただ今、ご発言ありました、その事については、それぞれ皆さん十分理解できる

ことでありますので、ただ、ご承知のとおり、やはり小委員会の協議、やはり行政側とし

ても、そういう考え方について十分持ちつつ、この協議を進めて来ているわけであります

ので、やはり3議会の皆さん方のおっしゃるようなこともやはり、3議会の皆さんが十分協

議をしていただきながら、そして、そうした合致点を私ども進めていく事が大事というこ

とが基本にありますので、やっぱり3町村の議会の皆さんが、今言ったようなものを、こ

の協議会というよりも、この中で論議をしていただいて、協議会にお諮りして、皆さんの

同意を得ていくことが最も大事かなと言う感じもしますので、若干の時間をお借りしよう

と考えたところでありますので、今、角館の議長さんがおっしゃることも十分考えの中に

踏まえながら、進めていく事にしたいと思いますので。そういうことで･･･。今、西木の

武藤さんからご発言あるようですので。はいどうぞ。 

○武藤委員 自分の任期のこともありますので、出来るだけ発言を控えておりましたけれ

ども、今回のこの協議会の中で角館さんの方が、協議会の全体の空気の中で、特例を使う

という形の中であれば検討すると。そういう過去と違う大幅なかけんを持ってきておりま

す。これはただし、小委員会の決定を尊重するのだと、こういうふうにおっしゃっており

ます。私の方では小委員会の中に入っている議員はおりませんので、当然こういうときに、

議題になって持ち帰っていろいろ論議をします。しかし小委員会の中での決定に対する部

分的には異論があると。例えば、定数の問題は良いとしても、任期の問題については、い

ろいろ異論があって、従来は1年6ヶ月だったけれども、1年1ヶ月にすると。そこまで行っ



てますけれども、角館さんがそういう意見を尊重してくるとすれば、我々もそういう方に

努力することが、合併の大事なところだと思いますので、やはり議長がおっしゃるように

もう少し時間を置いて、この3ヶ町村が足並み揃えるという所まで、今日決定するよりも

その方がスムーズに行くのではないかと思いますので、ただ今の議長の論については賛意

を表します。以上。 

○会長 ただ今、ご発言がございましたが、ここでお互いに論議というよりも、それぞれ

皆さん十分お話の理解がされているようでありますので、若干の間、そうしたものを話合

った上のことをお諮りして進めて行きたいと思いますので、やはり15分位の時間を頂戴し

て進めて行きたいと思いますが、いかがですか。 

（「はい」という声あり） 

○会長 ということで、また、休憩休憩ということで大変申し訳ございませんけれども、

いずれ15分位の時間をお借りして進めたいと思いますので、それでは、そういうことで休

憩をいただいて、3議会の皆さんともう一度協議をいたしたいということで、3時まで休憩

をいたします。よろしくお願い申し上げます。 

 

休憩 14：40 

再開 15：11 

 

○会長 ただ今から会議を再開いたします。休憩の時間をいただきまして、3議会の皆さ

ん方といろいろ協議をいたしました。協議の内容につきましては、在任特例についてはそ

れぞれ一致をみたわけでありますが、期間等あるいは定員等の関係については、十分な話

し合いになりませんで、このことについても、いろいろ協議をいたしました。先程、協議

の過程の中で、やはり最終の日を決定すべきだというご意見を、このことを最大限尊重し

ながら協議をしてまいりました。協議の内容については事務局長から報告をさせて、また

皆さんからご質問等いただいたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○事務局長 それでは私から報告いたします。休憩時間を利用しまして、3議会の代表の

委員。それから3町村長。それから本間振興局長も含めまして、協議しました結果、ただ

今会長が申しましたとおり、在任特例を使うことについては、3町村とも合意いたしまし

た。ただ特例の期間、また、あるいは特例後の定数につきましてはまだ意見の調整ができ

ませんで、持ち帰って各町村で協議し合うと、各町村議会間での協議を行うということで、

5月31日の定例協議会まで合意するようにということで意見の一致をみたところでござい



ます。もし話し合いがつかない場合につきましては、5月31日まで決定することでござい

ますので、その場で話し合いがつかない場合は、票決もやむを得ないという結論に達した

ところでございます。以上、休憩中の協議につきましてご報告をいたします。 

○会長 ただ今、事務局長から報告をさせましたが、これについてご質問等ありましたら

お伺いしたいと思いますが。協議がそういうことで一致をみたわけでありますので、こう

した期間をそれぞれもって最終決定をいたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○会長 ただ今、はいというお答えがございますが、ただ今の方向でもう少し、賛成の声

をだしていただければ大変･･･。 

（「賛成」という声あり） 

○会長 はい。賛成という声がありますので、ただ今の事務局長の報告、私から報告申し

上げましたように、次の定例会が5月31日でございますので、その日まで最終決定をする

ということで、もう少しお話し合いをしながらと思いましたが、そういう決定でございま

すので、よろしくお願い申し上げます。それでは、協議案件10号については継続というこ

とで決定をいたしまして、次に11号の案件を継続しておりましたものを提案いたしますが、

これについて、取扱いについてお諮りいたしますが。10号と同様継続をいたしまして、同

様、5月の定例に一緒に決定をするという方法で継続協議とすることにいたしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

○会長 異議なしということでありますので、11号についても報告のとおりに決定したい

と思います。それでは次に、協議案件の第43号の前回協議事項で提案いたしましたが、継

続にいたしておりました。この電算システムの取扱いについてを議題といたします。なお

この協議案件につきましては、十分各議会等でも協議をされていると伺っておりますし、

委員の皆さんも説明をいただいておりますので、このことについて特にご発言があります

ればご発言を頂戴いたしたいと思います。はいどうぞ。 

○稲田委員 前回、電算システムについては、いろいろ調整があるということでお話があ

りました。それぞれの町村ではあるけれども、全然説明がないのでよろしくお願いいたし

ます。 

○会長 電算システムの関係については、ご説明申し上げましたが、実際の事業の予算内

容について、皆さん方に説明をしておらなかったわけでありますので、事務局の方から説

明をさせますのでお願いいたします。 



○事務局長 各町村には予算化していただかなければなりませんので、特別委員会でご説

明しておりますが、その内容につきまして、皆さんにお渡ししますので暫時お待ち願いた

いと思います。 

○会長 事務局の方で、ただ今申し上げましたように、予算内容についてでございますの

で、私は皆さんに配布されておると思いましたが、配布していないということでございま

すので、配布いたしますので、若干の時間、休憩をお願い申し上げます。すぐできますの

でよろしくお願い申し上げます。 

 

休憩 15：20 

再開 15：32 

 

○会長 会議を再開いたします。皆さんのお手元に配布してあります、電算システムの概

算の予算関係の措置について事務局より説明をさせますのでよろしくお願い申し上げます。 

○事務局藤村 事務局の藤村です。電算システム事業の取扱いについてということで、

前々回の協議会の中で提案しておりますけれども、継続審議になっております。その内容

ということでございましたので、今お渡ししております予算措置の一覧表ということで説

明させていただきます。電算システム統合の必要性につきましては、前回の協議会の提案

の時点でも説明しておりますけれども、各町村とも当初予算の段階で予算計上していない

という実情がございます。電算統合につきましては幹事町村を定めまして、他の2町村が

負担金を拠出するという形で進めるということにしております。今回、住民記録関連シス

テムの統合方法については片寄せ式の統合を行うということで、協議案の方に提案してお

りますけれども、それにつきまして3町村長さん達の、話し合いの中で幹事町村につきま

しては田沢湖町さんにお願いするということでございます。この予算の表をご覧いただき

たいと思いますけれども、歳入歳出の合計額の所、各町村の所を見ていただきますと、田

沢湖町さんが3億3,000万あまり。角館町さんが1億2,900万あまり。西木村が8,500万あま

りとなっておりますけれども、田沢湖町さんは角館町と西木村の負担分を含めまして3億

3400万となっておりますので、田沢湖町さんの持分といたしましては、1億2,000万あまり

となっております。この負担方法につきましては、法定協議会の運営経費等と同じように、

50パーセントについては均等割、残りの50パーセントについては平成12年度国勢調査時点

の人口割ということで計算しております。この数字の基になったものでございますけれど

も、協議案の方に提案しております、現在の各町村でやっております、メーカーといいま



すか、どれかに片寄せするということで見積りをもらったものを基にして試算しておりま

す。財源的な内容でございますけれども、歳入の方のまん中にあります合併推進債、これ

は合併をする前の市町村が、合併後のスムーズな移行の為に行う事業に共同で使える起債

ということでございます。それが電算システムの統合にも使えるということで、今回ここ

に計上しております。1番上の所で特別交付税とありますけれども、これにつきましては

平成16年度中に電算統合にかかった経費のルールとしては50パーセント、2分の１を特別

交付税に算入するというふうになっております。まるまるということではなくて、この計

算上は40パーセントで、まず試算はしております。それから、負担金というところありま

すけれども、これは田沢湖町さんだけ計上しておりますけれども、これは西木村と角館町

の負担分をここに計上していると。この分で田沢湖町さんの予算が非常に大きく膨らんで

いるということでございます。それから、かっこ書きで一般財源とございますけれども、

これは上の3つの財源が充当できないものという、支払額が足りない部分といいますか、

その部分で各町村の15年度からの繰越金とか普通交付税とか基金の繰入金とかを充当して

いただくということになります。歳出の方でございますけれども、電算統合、田沢湖町さ

んのところに委託料と備品購入費、というようなことがのっておりますけれども、統合に

関わる業務的な部分については委託料。コンピューター等サーバー等機械関係については

備品購入費という形で計上すべきでないかということで、こういうふうに上げております。

それから、角館町さんと西木村について、負担金補助及び交付金というところに計上され

ておりますが、これがそのまま田沢湖町さんの方に納付する額ということでございます。

これはあくまでも見積もり段階のものを使っておりますので、各町村で予算計上していた

だいた後に、実際の契約に移ることになると思います。予算上と言いますか、上限の数字

というふうに理解しておりますので、これより下がる可能性は十分あろうかと思っており

ます。それから、調整案の中で、合併時に住民記録関連電算機器及びシステムを統一しネ

ットワークシステムにより運用するというふうに提案してございますけれども、ネットワ

ークシステムについては、国庫補助事業の地域イントラ事業を申請しておりましたけれど

も、残念ながら平成16年度の事業採択は出来ないということが、東北通信局の方から連絡

がありましたので、合併当初には通信業者、NTTさんとか東北インテリジェントさん等の

線を借りて接続して行政運営を行うということになろうかと思っております。17年度にお

きましても地域イントラ整備事業については申請をしたいというふうに考えております。

それの時点では切り替わって自前の線を使った行政運営が出来るものと考えております。

以上です。 



○会長 ただ今、財政的な取扱いについての説明をいたしました。なお、説明については

3町村の議会の方にも、こうした財政内容で、この電算システムを導入していきたいとい

うことで、それぞれ説明をいたしているところでありますが、今日はこの電算システムの

協議案件をご承認いただいて、この後それぞれの町村の議決をいただいて、進めて参る事

業になるという内容でございますので、その他皆さんからご質問を頂戴いたしたいと思い

ます。はいどうぞ。 

○稲田委員 田沢湖の稲田です。藤村さんの説明は誠しなやかで分かります。ただ私ども

議会、あるいはいろいろな話の中で、どうしても当初予算が組めなくて調整せざるを得な

いし、いわゆる調停したというような話を聞いております。そういうことで、我々は聞き

たいのはこういう数字じゃなくして、3町でどのような調停をして、この数字を出したか

という事を聞きたい訳なんですよ。やっぱりそういうことを皆さんに話しなければ、私は

やっぱりなかなか納得がいかないと思いますし、また今回の電算システムが3町の調停の

一部、ちょっとにすぎなくて、またこれからいろいろな調停の中で合併後に支払わなくて

はならない金額がどれ位なんとなのかという事を聞きたいわけなのですよ。だからこれか

らいろいろ私は問題が出ると思いますので、３町の首長さん方なり、幹事の方々が調整し

た中身をもうちょっと法定協の中で、明るみにしていただけなければ、合併した結果、合

併後に支払う金額がぐんと増えたということになりますので、まず電算システムの調停の

中身を皆様方にお話することが必要じゃないかと思いますが。 

○会長 事務局長から取扱いについての説明をさせます。 

○事務局長 私からご説明申し上げます。各町村で予算措置していただく内容につきまし

ては、ただ今、藤村次長が表によって説明したとおりでございます。歳入の中身につきま

しては合併推進債をこの位それぞれの額を充てると。特別交付税が50パーセントルール分

含まれて来ますが、安全を見て負担額の40パーセントを見るということでございます。一

般財源につきましては田沢湖町で5,800万、角館町で6,300万、西木村で4,200万というこ

とでありますが、これはそれぞれの町村で昨年度からの15年度の繰越金、普通交付税、基

金繰入金等で一般財源を充てるということで、一般財源各町村で充てる中身につきまして

は、私の方では把握しておりません。ちょっと説明が足らないかもしれませんが、一般財

源の中身につきましては、事務局では把握しておらないということでございます。 

○会長 ただ今、内容、財源の関係については、それぞれの町村でそうした財源を繰り出

して、この事業を行うという内容になっているところでありますので。はいどうぞ。 

○事務局長 失礼しました。合併推進債の中身つきましては、これは起債な訳ですが、充



当率がここに書いておりますとおり負担分のハードウェア購入経費負担分の90パーセント

になりますが、それぞれ16年度に合併推進債を各町村でご覧の額を起こす訳でありますが、

支払につきましては、利子が発生するのは来年度以降でございますので、元金も来年度以

降でございますので、それは新市に引き継がれる起債の負債となるということであります。 

○会長 はいどうぞ。 

○稲田委員 田沢湖町の特別委員会では、いろいろこのことについて調整内容を聞いた訳

なのです。自治体それぞれ事情があると思いますけれども、合併において利用できる制度

を使えば合併後に負担しなくても良い、今の段階で3町で分け合う金額が当然あるという

説明を受けたわけですよ。その繰り越したやつで、これが8,087万ですが、8,000万近くで

すが、こういう金額を合併前に各町村でいろいろ分担すれば、特交とか合併特例債とか、

いろいろな制度が適用されて、3,000万近くが非常に優位に動くという説明を受けたので

すが、その辺のあたり事務局長、あるいは藤村さんあたりが、数字的に現段階はこうだけ

れども、いろいろ事情があってこういうことがあって一部お金を前に出さなければ、合併

後に出すということで、補助、起債対象とか、特別交付税とか、そういうことの対象にな

るのはこれくらいの金額ですよと、そういったことをもうちょっと話してもらわないと、

10日に各臨時議会がありますけれども、うちの方の議会で聞いても良いのですが、やはり

法定協議会という立場の中で、その辺のあたりを明確にしなければ、私はちょっとこうい

うことでカモフラージュをかけられて、どんどんどんどん進んで行った結果、あとで合併

後に支払わなければならないのが沢山出てくるというふうに、この間の説明では感じたの

で、法定協議会の形の中で、私は確認する必要があると、そういうことで聞いております

ので、その辺のあたり。 

○会長 それでは、まず藤村君から答弁させまして、内容等については幹事長の方から補

足させていきますのでよろしくお願いします。 

○事務局藤村 今、稲田委員から質問ありました8千何がしという金額のことでございま

すけれども、先ほど説明の基になりました見積りの中で、その中から8,000万程、後年度

といいますか17年度以降ということで、数字的には16年度補正予算をお願いする金額から

は外れていると。この理由でございますけれども、1つ目は個別カスタマイズ、統合に伴

いまして標準的なものをパッケージで入れるということになっておりますけれども、それ

を自治体に合うように変える部分、これが見積もりのなかで3,900万程、税込みで4,000万

程ございます。これにつきましては、フルに変えた場合ということでございますので、普

通に使える状態のものを行政側といいますか自治体側が変えてくださいとお願いした部分



についての経費ということでございます。その部分につきましてはどこまでやるかという

のが現在の所、分からないといいますか試算できないということで最高額といいますか、

その額を4,000万程見積もっておりますけれども、それについては合併後に変える部分も

発生するということでございまして、今回の試算からは除いております。それからプログ

ラム、ソフト分ですけれども、使用料につきましては合併後に使う部分でございますので、

その部分を平成17年度以降の経費として除いたと。合わせて8,000万程、税を入れまして

8,400万程と。見積りの額でこれ位になっております。調整した部分というのがここの部

分でございます。それと財源の方でございますけれども、当初一般財源の部分の話があり

まして、これにつきまして事務局の方ではちゃんと把握していないということでございま

して、実際どのお金をどのように充当するというのは、事務局の方ではしっかりした額ま

では把握しておりませんけれども、一般財源として、先程言いましたように繰越金、普通

交付税の留保分、基金の繰り入れ等で3町村とも賄えるという調整がつきましたので、こ

の間の議会の説明、今日の協議会への提案という形になっております。 

○会長 ただ今の説明で、補足的な説明は良いですか。どうぞ。 

○田口委員 稲田委員の引き継ぎの質問ですけれども、同じことですけれども、特別委員

会で当局から説明を受けたのは、日立情報システムズの見積り、3億4,600万を採用すると

いうことだったと思います。この中でさっき言いました3億3,000万というようなことで、

8,000万強は合併後にでも出来るというような説明で、この部分が抜かれたというような

説明を受けましたけれども、うちの方の特別委員会ではこれは合併すれば即必要だと。す

ぐやらなければならない作業だ。という説明を受けております。そうしますと、総事業費

の中の特別交付税が50パーセント来るのであれば、そういう計算で行ったら当初でその分

を見て特交をいただいた方が、さっきうちの方の稲田委員が言ったように、3,000ちょっ

とというのが、特別交付税が入ってくるということですので、年度は変わる、でも必ず必

要なものだと。必ず必要なものであれば、今の電算システムの統合の段階で理解してもら

わなければいけないのではないかと思う訳です。今、あなたの説明は17年度だから良いの

ではないかと。でも、これがなければ機能していかない訳ですから、当然やるべきこと。

予算は前もって持っておかなければ、また補正補正とやっていくとかですね、そこらへん

もっと分かりやすく。今、間に合えば良いんだ。今日間に合えば良いんだというのではな

くて、やはり合併して行くので、当然先を見据えて予算措置していかなければならないの

ではないかと思いますがいかがでしょう。 

○会長 ただ今の説明に幹事長だな、この説明は。 



○浦山幹事 今、田沢湖の田口議長の方からのご指摘の件であります。28日の特別委員会

で私が、ご説明申し上げました内容につきまして、一部誤解されているのではないかとい

う感じがいたしましたので、あえて発言させていただいます。8,087万7,000円という、合

併後に繰り越し可能ではないかというふうな考え方の費用でありますが、この中の個別カ

スタマイズ経費につきましては、先程、次長の方からご説明いたしましたとおり、そうい

うカスタマイズが必要になる自体もあるし、必要でない場合もありうるということで、現

在の時点で必ずしもこの経費が必要だということではないということで、この経費につい

ては繰り延べするものだというふうに申し上げたと私は記憶しております。それから、ア

プリケーションの許諾の費用でございます。これにつきましては、私の理解といたしまし

ては、もし買取だという形になれば今の支払が可能でしょうけれども、合併後の許諾料の

支払ということでも可能だということで、特に実際の運用にあたって、必要になる事項で

あれば、16年度中にはその経費が発生しないでしょうと。もしそうなるとすると新しい自

治体での契約になるではないかというふうにご説明を申し上げたというふうに私は記憶し

ておりますので、どうかそのようにご理解をいただきたいと思います。 

○佐々木委員 今の話の続きみたいな話になるかもしれませんけれども、予算は予算でこ

れからの審議ですので、後の執行段階での契約、あるいは契約の最終期日、それから今、

話を聞きますと一応17年度以降の必要な部分があるというと8,000万だということなので、

合併以前にそうしますと、このシステムについての事業化する金額といいますか、3億何

千万ではなくて、これから8,000万除いた分で出来るということなのですか。3億3,000万

は、除いた額なのですか。 

○事務局藤村 除いた額です。 

○佐々木委員 分かりました。その金額は分かりました。繰り延べ。そうすると、3月31

日まで全部執行できる予算ということで、今回予算措置なさるのですか。 

○会長 はいどうぞ。 

○事務局藤村 事務局の藤村です。新市発足時に稼動できるという状態までにしての契約

をするということでございます。契約自体につきましては、新市が出来る前の日に稼動し

ても、という契約ではなくて、少なくても1ヶ月位前。検証期間が必要でしょうから、現

在のシステム、各町村で使っているシステムと並行に稼動させる。従いまして、2月末ま

でには少なくても新市で使えるシステムとして稼動するということで予定をしております。

従いまして、支払につきましては、3月中、16年度中の支払ということになろうかと思っ

ております。 



○佐々木委員 それじゃぁ申し訳ないですけれども、当然、さっき日立さんの話出てまし

てので、スケジュール表等でてるのですか。そこらへん合併までにはこれは完成品として

間違いなく納入できるのだというスケジュールになっているのかですね。そこらへん、ス

ケジュール表等見せていただきたいのですけれども。 

○事務局藤村 スケジュール表は今ちょっと手元にないのですけれども、片寄せ式でやる

ということで提案しておりますので、3業者からスケジュールについては17年3月末までの

合併であるということを確認の上、見積りなり、提示していただいておりますので、事務

局のレベルとしては稼動するということになろうかと思っております。さらに申しますと、

例えば税の申告とかそういうものにつきましては、その時点以前に申告そのものが1月2月

から始まりますので、その時点でその分は稼動出来る状態にしておかなければならないと、

更には財務会計等は普通であれば12月頃から予算要求が始まりますので、それはその時点

から稼動出来ると。セットで完成してもらいますといいますか、最終期限が2月末という

ことですので、個別の業務につきましてはそれぞれ間に合う時期に稼動させてもらうとい

うことでスケジュールの方もいただいております。 

○佐々木委員 何回も申し訳ないですけれども、従来であればですね、仮に契約をして期

日まであがらなかったということで明許繰越の形でも出来る。あるいは最初から予算組む

時に継続費設定ということも出来るのですけれども、合併というものをはさんでますので、

それが従来の方式では行かないと思うので、そこらへんですね、見通しとして、4月以降

合併以後に持ち込んだ場合に、支払ですね、執行したあとでの支払関係ですね、それはそ

うしますと3月いっぱいには出来ないということであるとすると、そこらへんどういうふ

うに処理なさるのですか。 

○事務局藤村 契約上のお話になろうかと思いますけれども、あくまでも先程言いました

2月末を契約時点と考えております。出来なかった場合ということでございますけれども、

これにつきましては、契約条項の中に入ることかと思いますけれども、違約という形にな

ろうかと思いますし、実際のところ、それが稼動しないで新しい自治体が発足したという

ことになりますと、住民サービス等、行政内部の事務についても相当量の問題点が発生す

ると思いますので、出来ないということを想定はしておりません。先程もお話ありました

明許とか繰越の話ですけれども、今の自治体が消滅しますので、そのことについては制度

的に繰越ということは出来ませんので、新しい自治体に債務なり債権が引き継がれて、新

しい自治体で、もしそういうことがあれば契約なり支払なりが生じる事になることですけ

れども、今の所、事務局としてはあくまでも新市が誕生する以前には稼動するという契約



で進めていただきたいと、幹事の田沢湖さんにはお願いしております。 

○会長 はいどうぞ。 

○沢田委員 ただ今の答弁に尽きると思いますけれども、その工程表ありましたら委員の

方に配布いただけませんでしょうか。 

○田代委員 ここで決めてもらわないと行程どんどん遅れていってしますのです。 

○会長 この前の協議会でも財政的ないろんな調整ということで、お話申し上げましたが、

いずれそういうことで、財政のことについては、各議会にもご説明しながら、そうしたか

たちで今日ご決議をいただいて、そして早速事業に入ると思っているところであります。

今、説明したように年度内に解決をそういう形で進めて行くということで、合併の事務局

でもそういう考え方で、作業をいたしているところでありますので、今日ご決議をいただ

きますと、早速そしてまた議会の議決をいただいて実際の作業に入っていくということに

なりますけれども、そういう順序で進めているところであります。それでは幹事長から補

足させます。 

○野中幹事長 野中でございます。この電算につきましては、もうとっくに、進めなけれ

ばならない時期でございますけれども、幹事会それから首長のいろんな調整がありまして、

今になってしまいましたけれども、先程から事務局から説明しておりますけれども、予算

関係、8千何がしについても、これも幹事会、それからいろんなところで調整しているこ

とです。工程表の話ですけれども、いずれ早く3町村議会で予算措置をしていただきまし

て、それが先ということで、今、改めて工程表は作っておりません。合併まで使えるよに

ということで、決まった業者にも話をして是非それまで間に合わせたいというふうに感じ

ております。原則として、繰越の予算は無いというふうに幹事会では思っているところで

ございます。 

○戸沢委員 1つ質問。後年度に渡って負担を出来るだけ少なくして、効率よい電算シス

テムを作るという目的でございます。将来見込まれるシステム変更等を視野に入れて、合

併前に準備するもの、合併後に準備するもの、システム、業務の内容または契約と支払関

係について、我々もあれしながら議会に臨む訳ではありますが、合併以降に支払対象にな

るものの予算は、予算の組みなおしが必要になるわけです。繰越が出来ないから、別の自

治体だから。それは分かりますが、維持管理費というのはどの位かかるのですか。そこら

へんは我々もお聞きしたことがないので、私自身は聞いたことがないので、維持管理費が

どの程度かかるのかということをお知らせいただければ幸いであります。 

○会長 はい。藤村次長。 



○事務局藤村 あくまでも、見積りの段階でございますけれども、年間3,000万程という

ことでございます。これは各町村が今実際に支払っている3つ分の支払経費と比較します

と若干安めになるかなという位でございます。あくまでも見積り段階でございますので、

これにつきましても、交渉といいますか契約の段階ではもっと減額出来る可能性もあると

は思っております。 

○会長 はいどうぞ。 

○稲田委員 今は電算システムの関係ですが、私はいろいろ質問したのですが、うちの方

のこの間の特別委員会では、合併後にこういう支払が生じて、五月雨式に増えて、借金と

いえば、いろいろ制度で出来るのが、一般財源で出さなければならないという形になろう

かと思います。それで、やはり少しくらい無理しても、いろいろな制度に当てはめてやる

ことが、この合併の推進の財政再建の構築になろうかと思いますので、その辺のあたりの

検討材料、あるいは今後検討しなければならない要素、そういうことは今の段階で局長ど

れ位なんというふうな数字があるのか、その辺のあたりまだ分からないといえば分からな

いと思うけれども、その辺のあたりある程度把握しているものなのか、それらについて、

これはこれですが、今後生じるであろう財政関係について。 

○武藤委員 今はこのことを。 

○稲田委員 これはすべてだもの。これだけやるわけはいかない。 

○武藤委員 今は提案されているものを審議するの。 

○稲田委員 うちの方は関連で、いろんな角度から審査しますので。これだけをやるとい

うことは出来ませんので。無ければ無くても良い。確認しないと。 

○会長 幹事長さん。幹事会で協議をしてあるものでご質問に対してお答えするなにかあ

りますか。幹事長にお尋ねいたします。幹事会でないと実際の話は幹事会でありますので、

幹事会の中で想定されるものがあればお答えを。 

○野中幹事長 幹事会ではそういうことも検討はしております。ただ、いろいろな部分で

発生しますので、これを全部というのはございませんので改めて。 

○会長 幹事長からはただ今の答弁ですが、事務局の方から補足があるということであり

ますので、補足をさせます。 

○事務局藤村 合併に対する国県の支援措置というところでの話でございますけれども、

合併前の支援措置ということでは、先程から話になっております合併推進債。これはあく

までも起債ですけれども、元利償還の50パーセントが交付税になるということです。それ

以外では16年度中に電算システムの統合をした場合、特別交付税50パーセント見ると。こ



れ1つだけです。あと合併以後になりますと補助金として国の補助金、これは人口とか合

併市町村の数とかによって決まっております。ここの場合は3ヵ年で3億9,000万というふ

うになっております。それから県の方の１町村2億円、5年間。１町村２億円ですから６億

円と。これが補助金として交付される額です。それと普通交付税の臨時的経費、合併に伴

う臨時的経費。合併算定替とは別で、合併に伴って臨時的に経費が増えるだろうというこ

とで、これが3億3,000万程になります。それと特別交付税の方では、これも合併に伴って

いろいろな経費がかかり増しになるだろうということで、3年間で7億1,000万程というこ

とで、稲田委員から質問ありました、合併前にやって恩恵と言いますか、受けられる制度

としては電算システムの統合以外は無いということでございます。他の経費を繰り延べと

言いますか17年度以降にしても、16年度中にやっても特別な財政的な恩恵というものは無

いということでございます。 

○会長 他にございませんか。はいどうぞ。 

○沢田委員 先程工程表と言いましたけれども、業者との打ち合わせで見込み予定表とい

うふうなものは作ってないですか。システム統合における。もしあったら出して欲しいと

思います。 

○会長 議会ということで、議決を得てからと言う考え方で、事務局ではそれなりに思案

はしていると思いますけれども、そういう考え方で議会の議決を得ない前に、そういうこ

とではという考え方をもって、実際は作業してますけれども、今、皆さんの議会の方にど

うかということでございますので、十分検討させて、それぞれ来月の10日にそれぞれの3

町が同時議会を開催することでお願いしておりますので、そういう時まで十分検討させて

進めますので。ではいかがでしょうか。現在のところはまだ、先程幹事長がおっしゃった

ように、現在のところはまだでありますので、改めてしたいと思いますが。ということで

はいかがでしょうか。他にございませんか。それでは、いろいろと協議事項も多くなって

いくと思いますけれども、いずれそういう事業については、それぞれに協議してまいりた

いと思いますが、この電算の関係については、今までの協議のとおり、進めていく事にご

異議ございませんか。 

（「なし」と言う声あり） 

○会長 ただいま、説明をしてまいりましたが、各議会におきましても、更にこうした内

容を深められまして、ひとつご協議をいただくことをお願いして、本議題については、決

定をするということにいたしたいと思いますので、賛成の声もありましたが、もう一度お

諮りいたしたいと思いますがいかがでしょうか。賛成の声がありましたが、もう一度、も



う少し大きな声でひとつ。異議なしということでございますが、そういうことで決定いた

したいと思います。異議なしということでございますので決定いたします。 

それでは皆さんに提案する内容については全部終了いたしたわけであります。なおここで、

5月の第4金曜日でございますが、皆さんもご承知のとおり、角館町の大村市との市のそう

した行事が予定されているということでございますので、前にも申し上げましたが、5月

31日ということで、5月の定例協議会はそういうことにいたしたいと思いますので、よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。なお、市名の関係について今日、小委員会からご

報告をいただきましたので、5月の20日に臨時協議会を開きまして、このことについての

協議を進めてまいりたいと思いますが、これについても、もう2回3回になろうと思います

ので、そういう順序を踏んで進めてまいりたいと思いますので、そういう日程ではいかが

でしょうか。5月の20日という日程の臨時協議会。いいですね。ということで、5月20日と

5月31日が5月は2回協議会を開催してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。それでは事務局長にお返しいたしますが、全部の議案が終了いたしましたので、皆さ

んのご協力に感謝を申し上げ、なお議会議員の問題につきましては、十分なご協議をいた

だいて、5月31日の協議会にお願いを申し上げまして、私の閉会のあいさつに換えさせて

いただきます。後は事務局長から確認させますのでよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長 それでは、本日の確認をいたします。報告第27号新市名称候補選定委員会委

員長報告については、原案のとおりでございます。次回の5月20日の木曜日、臨時協議会

で今日、候補選定委員会で報告されました20の第1次候補を１委員3点以内を投票していた

だきます。１人３候補以内を投票していただいて、10作品を第２次候補として選定したい

と思いますのでよろしくお願いいたします。よく考えて来ていただきたいと思います。そ

れから協議案第10号議会議員の定数及び任期の取扱いについては継続協議でございます。

5月31日の定例協議会で決定することに決定いたしました。協議案第11号農業委員会委員

の定数及び任期の取扱いについても同じでございます。継続協議でございます。協議案第

43号電算システム事業の取扱いについては原案のとおりご確認されました。最後に次回の

協議会は5月20日木曜日、1時30分より西木村で開催いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。本日は長時間ありがとうございました。これで第11回合併協議会を終了させていた

だきます。大変ご苦労様でございました。 
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